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青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規

定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

青
森
市

二

事
業
の
種
類

市
道
筒
井
幸
畑
団
地
線
道
路
整
備
工
事

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
青
森
市
大
字
大
矢
沢
字
里
見
、
字
野
田
及
び
大
字
幸
畑
字
唐
崎
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件

申
請
に
係
る
事
業
は
、
青
森
市
大
字
大
矢
沢
字
里
見
地
内
の
県
道
青
森
環
状
野
内
線
と
の
接

合
部
を
起
点
と
し
、
同
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
地
内
の
三
・
二
・
三
号
外
環
状
線

(

環
状
国
道
七

号)

と
の
接
合
部
を
終
点
と
す
る
、
延
長
千
四
百
三
十
七
メ
ー
ト
ル
の
区
間
に
新
設
す
る

｢

市

道
筒
井
幸
畑
団
地
線
道
路
整
備
工
事｣

(

以
下

｢

本
件
事
業｣

と
い
う
。)

で
あ
り
、
土
地
収

用
法
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

に
よ
る
道
路
に

該
当
す
る
。

こ
の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件

市
道
筒
井
幸
畑
団
地
線

(

以
下

｢

本
路
線｣

と
い
う
。)

は
、
道
路
法
第
八
条
の
規
定
に
よ

り
青
森
市
長
が
市
道
に
認
定
し
た
路
線
で
あ
り
、
青
森
市
は
、
同
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

本
路
線
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
市
は
本
件
事
業
を
施
行
す
る
権
能
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
起
業
者
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件

本
路
線
は
、
青
森
市
大
字
大
矢
沢
字
里
見
地
内
の
県
道
青
森
環
状
野
内
線
と
の
接
合
部
を
起

点
と
し
、
平
成
四
年
度
か
ら
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
横
内
川
多
目
的
遊
水
地
の
東
側
周
囲
堤
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( )

沿
い
に
北
上
し
、
同
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
地
内
の
三
・
二
・
三
号
外
環
状
線(

環
状
国
道
七
号)

と
の
接
合
部
を
終
点
と
す
る
路
線
で
、
青
森
市
の
中
心
市
街
地
を
結
ぶ
社
会
的
、
経
済
的
に
重

要
な
幹
線
道
路
で
あ
る
。

幸
畑
地
区
の
住
民
が
中
心
市
街
地
に
移
動
す
る
主
要
な
ル
ー
ト
は
、
県
道
青
森
環
状
野
内
線

を
東
方
に
進
み
市
道
三
・
三
・
五
号
漁
港
大
通
幸
畑
線
及
び
県
道
青
森
田
代
十
和
田
線
を
通
る

ル
ー
ト
と
、
県
道
青
森
環
状
野
内
線
を
西
方
へ
進
み
国
道
一
○
三
号
を
通
る
二
つ
の
ル
ー
ト
が

あ
る
が
、
こ
の
青
森
環
状
野
内
線
は
、
局
部
的
な
道
路
改
良
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
青
森
市
南

側
丘
陵
部
を
通
過
し
て
い
る
た
め
屈
曲
箇
所
が
多
く
、
縦
断
勾
配
の
急
な
箇
所
や
車
道
幅
員
が

狭
小
な
箇
所
も
あ
り
、
十
分
整
備
さ
れ
て
い
る
状
況
と
は
い
え
な
い
。
更
に
、
幸
畑
地
区
の
ベ
ッ

ド
タ
ウ
ン
化
、
近
年
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
伴
い
、
交
通
量
が
増
大
し
慢
性
的
な

交
通
渋
滞
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
平
成
二
十
二
年
度
の
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
に
お
い
て
は
十

二
時
間
自
動
車
交
通
量
が
一
万
三
千
七
十
二
台
に
の
ぼ
り
、
混
雑
度
が
一
・
四
〇
と
交
通
量
が

多
く
、
特
に
、
本
路
線
と
県
道
青
森
環
状
野
内
線
と
の
接
合
部
で
は
、
朝
の
通
勤
通
学
時
に
お

い
て
、
市
道
幸
畑
団
地
一
号
線
か
ら
の
流
入
車
両
に
よ
る
交
通
混
雑
が
著
し
く
、
交
通
上
の
隘

路
と
な
っ
て
い
る
。

本
路
線
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
事
業
が

完
成
す
れ
ば
県
道
青
森
環
状
野
内
線
に
お
け
る
現
在
の
交
通
混
雑
の
緩
和
及
び
交
通
事
故
の
防

止
、
ま
た
、
三
・
二
・
三
号
外
環
状
線

(

環
状
国
道
七
号)

の
利
便
性
を
高
め
、
地
域
の
発
展

及
び
生
活
環
境
の
改
善
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
自
然
環
境
、
埋
蔵
文
化
財
へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、

自
然
環
境
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
の
計
画
区
域
内
に
は
、
特
定
植
物
群
落
、
絶
滅
危
惧
種
等

の
貴
重
種
に
関
す
る
動
物
、
植
物
と
も
に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
自
然
環
境
に
与

え
る
影
響
は
軽
微
な
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

ま
た
、
埋
蔵
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
の
起
業
地
に
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
指
定
を

受
け
た
区
域
が
存
す
る
と
こ
ろ
、
起
業
者
は
、
青
森
市
教
育
委
員
会
教
育
長
に
対
し
て
法
第
十

八
条
第
二
項
第
五
号
に
基
づ
く
意
見
照
会
を
し
て
い
る
が
、
同
教
育
長
は
、
当
該
埋
蔵
文
化
財

包
蔵
地
を
起
業
地
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
異
議
が
な
い
旨
の
回
答
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

埋
蔵
文
化
財
に
与
え
る
影
響
は
軽
微
な
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
等
か
ら
、
本
件
事
業
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

本
件
事
業
は
、
本
路
線
に
お
け
る
機
能
及
び
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し

て
、
道
路
構
造
令
第
三
種
第
二
級
の
規
格
に
基
づ
き
、
線
形
の
良
好
な
二
車
線
の
道
路
を
建
設

す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
道
路
構
造
令
に
定
め
る
規
格
に
適
合
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
。

な
お
、
本
路
線
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
四
月
十
四
日
に
都
市
計
画
決
定
さ
れ

た
、
青
森
市
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
二
十
四
号
筒
井
大
矢
沢
線
の
ル
ー
ト
に
整
合
し
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し

た
結
果
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件

幸
畑
地
区
に
お
け
る
県
道
青
森
環
状
野
内
線
に
つ
い
て
は
、
車
両
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行

と
歩
行
者
等
の
安
全
な
通
行
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
本
件
事
業

を
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
整
備
に
必
要
な
最
小
限
の
範
囲

で
あ
り
、
さ
ら
に
起
業
地
の
収
用
の
範
囲
は
、
一
時
的
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、

使
用
の
手
段
に
は
な
じ
ま
な
い
た
め
、
収
用
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

青
森
市
役
所
柳
川
庁
舎

道
路
建
設
課

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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( )

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｉ
Ｔ
事
業
セ
ン
タ
ー
は
ち
の
へ

三

代
表
者
の
氏
名

市
川

洋
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
吹
上
五
丁
目
四
の
八
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
八
戸
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
住
民
に
対
し
、
Ｉ
Ｔ
技
術
を
習
得
す
る
た
め
の

支
援
お
よ
び
Ｉ
Ｔ
を
生
か
し
た
生
涯
学
習
活
動
を
支
援
し
、
さ
ら
に
Ｉ
Ｔ
を
核
に
し
た
子
ど
も
の

健
全
育
成
や
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
白
神
山
地
を
守
る
会

三

代
表
者
の
氏
名

永
井

雄
人

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浜
館
字
科
八
六
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
会
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
ツ
ア
ー
、
白
神
ガ
イ
ド
の
人
材
養
成
等
を
行
い
、
白
神
山
地
の
自
然
保

護
及
び
有
効
活
用
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
音
楽
療
法
研
究
会

三

代
表
者
の
氏
名

佐
々
木

純
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
音
や
音
楽
、
ま
た
は
楽
器
に
よ
る
心
身
へ
の
“
力
”
を
学
び
、
教
育
・
医
療
・

福
祉
な
ど
の
現
場
で
よ
り
効
果
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
実
践
・
研
究
す
る
と
共
に
、
音
楽
を
通
じ

て
人
々
が
ふ
れ
あ
う
こ
と
に
よ
り
、
広
く
一
般
市
民
に
対
し
て
人
間
と
し
て
の
尊
厳
、
個
人
と
し

て
の
想
い
を
大
切
に
し
、
調
和
の
あ
る
豊
か
な
生
活
を
誰
も
が
送
れ
る
よ
う
、
援
助
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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( )

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
雑
木
林

三

代
表
者
の
氏
名

成
重

良
恵

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
前
川
原
四
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
・
者
と
そ
の
家
族
及
び
関
係
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
安

心
と
広
が
り
の
あ
る
暮
ら
し
が
実
現
で
き
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
障
害
児
・
者

の
よ
り
よ
い
成
長
、
幸
福
な
人
生
の
創
造
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
白
神
自
然
学
校
一
ツ
森
校

三

代
表
者
の
氏
名

永
井

雄
人

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
一
ツ
森
町
字
上
禿
八
八
の
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
会
は
、
自
然
学
校
と
し
て
白
神
山
地
の
山
・
川
・
海
の
自
然
を
創
造
的
に
活
用
し
た
自
然
体

験
の
活
動
を
実
施
し
、
ゆ
と
り
教
育
・
環
境
教
育
の
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
し
、
地
元
の
地
域
経
済
の

振
興
の
た
め
に
森
林
整
備
・
農
村
振
興
・
自
然
公
園
の
整
備
な
ど
幅
広
い
森
林
保
全
作
業
も
行
い

国
土
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
足
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
生
活
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
メ
ン
タ
ル
・
ケ
ア
・
サ
ポ
ー
ト

三

代
表
者
の
氏
名

江
刺
家

幸
枝

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
赤
坂
一
六
の
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
八
戸
市
及
び
周
辺
市
町
村
の
高
齢
者
や
精
神
障
害
者
に
対
し
、
地
域
生
活
を
す

る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
生
活
支
援
を
行
い
、
福
祉
の
向
上
と
自
立
に
寄
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

誰
も
が
住
み
よ
い
社
会
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
シ
ス
ト

三

代
表
者
の
氏
名

夏
堀

典
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字
下
名
久
井
字
青
柳
四
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
南
部
町
住
民
及
び
近
隣
市
町
村
民
に
対
し
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
業

を
行
い
、
健
康
で
生
き
が
い
の
あ
る
長
寿
社
会
を
創
設
し
、
も
っ
て
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
も
っ
た
い
な
い
弘
前

三

代
表
者
の
氏
名

日
景

弥
生

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
弘
前
市
と
そ
の
周
辺
地
域
住
民
に
対
し
て
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
持
続
可
能
な
循
環
型
社
会
の
実
現
と
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
等
を
通
じ
て
地
域
に
生
き
る
生
活
者

が
互
い
に
支
え
あ
う
社
会
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号

(

病
院
の
長
、
老
人
ホ

ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き

病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣
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上
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〃

青
柳
二
丁
目
五
の
一
七

村
上
病
院

〃

浜
田
三
丁
目
三
の
一
四


